
埋蔵文化財の流れ

埋蔵文化財包蔵地を確認

包蔵地に非該当 包蔵地の隣接地に該当 包蔵地に該当

届出は必要あ

りません。
届出は必要あり

ませんが、工事

中に埋蔵文化財

が発見された場

合は必ずご連絡

ください。

【発掘届の提出】

着工の60日前までに窓口へ提出してください。

【工事に当たっての対応をお知らせします】

1週間以内に電話でお答えします。

※文書での通知は、東京都から

1か月ほどで郵送されます。

【慎重工事】

調査済などの場

合は慎重に工事

をお願いします。

【立会調査】

掘削工事(根切等)の

際に職員が立ち会

います。日程調整

のため、掘削工事

着手7日前までにお

電話ください。

工事実施

【試掘調査】

20日間ほど

で手配し、1

～４日程度で

現地調査をお

こないます。

遺跡が発見

されなかった。 遺跡が発見さ

れた。

工事の計画変更
【発掘調査(本調査)】

施主の専用住宅以外は、

調査費用の経費負担を

お願いしています。

調査期間は数か月かか

る場合があります。

工事の状況や、埋蔵文

化財の内容により対応

が変わる場合がありま

すので、その際はご了

承ください。
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